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電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等 

に係る意見募集の結果 
－排他的経済水域内における重要無線通信の保護－ 

 

総務省は、排他的経済水域において電波伝搬障害防止制度を適切に運用するため、電波

法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等を作成し、令和８年３

月18日（水）から同年４月16日（木）までの間、意見募集を行いました。 

その結果、８件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総

務省の考え方について、公表します。 

 

１．背景及び概要 

電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供

する重要無線通信※について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために

一定の区域を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回

避することを目的としています。 

今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

の改正により、我が国の排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置の許可に係る

制度が創設され、令和８年４月１日から施行されました。当該改正により、今後、排他

的経済水域における洋上風力発電設備の設置が進むことが想定されるところ、排他的経

済水域内において、洋上風力発電の推進との調和を図りながら、本制度を適切に運用す

るため、所要の改正を行うものです。 
※ 重要無線通信：電気通信業務、放送業務、人命･財産の保護又は治安維持、気象業務、電気

供給業務、列車運行業務の６業務に関する無線通信 

 

【主な改正事項】 

(1)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正 

ア 高層建築物等予定工事届の提出を免除する場合の追加（第６条第５号） 

イ 総務大臣に書類を提出する際の経由先に係る規定の追加（第 11条） 

ウ 高層建築物等予定工事届の早期提出時に添付を求める書類の追加（別表第一号

様式注４(8)及び(9)） 

(2)電波法関係審査基準の一部改正 

伝搬障害防止区域の指定の際に考慮する事項の追加（第 41条(5)イ） 

(3)その他所要の規定の整備 
 

２．意見募集の結果 
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙１のとおりです。 

 

３．意見募集の結果を踏まえた対応 
本日、意見募集の結果を踏まえ、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改

正する省令を別紙２のとおり、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を別紙３のとお

り制定しました。 

 

４．資料の入手方法 

別紙１、別紙２及び別紙３については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信



課基幹通信室において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov（https://www.e-

gov.go.jp）の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。 

 

５．参考事項 

 ・電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

（令和８年３月 17日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000181.html 

 

 

（連絡先） 
 総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 
 基幹通信室 
  深松課長補佐、松岡専門職、倉本官 

電 話  ：03-5253-5886（直通） 
電子メール：densyo-boushi_atmark_soumu.go.jp 
 

※  スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と

して表示しています。送信の際には、「@」に変更して

ください。 

 

https://www.e-gov.go.jp/
https://www.e-gov.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000181.html

